
渋谷区

対象区域と支援メニュー

本町の一部地区は、東京都の「整備地域等不燃化集中促進事業区域」に指
定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付
け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。
渋谷区では、整備地域等不燃化集中促進事業に基づく支援制度をご用意し

ています。

１. 老朽建物の除却
     ・建替え支援

1ページ 2ページ

本町2,4,5,6丁目 一部

地理院地図（国土地理院）を加工して作成

整備地域等不燃化集中促進事業
に基づく支援制度のご案内

整備地域不燃化集中促進事業 事業区域

２. 専門家による
      相談



助成対象地域図

N

１．老朽建物の除却・建替え支援

東京都防災都市づくり推進計画に基づき指定された地域を対象として、この区域
内の老朽建築物の建替えを促進するために、建物の除却や建替え費用の一部を区が
助成します。

新 宿 区

本町２・４・５・６丁目一部
「整備地域不燃化集中促進事業 事業区域」

【助成内容】 ※①、②いずれかを選択

助成① 老朽建築物の除却
助成② 老朽建築物の建替え支援

主要生活道路8号線
（ ）に接する敷地

【助成内容】
助成③ 建築工事費助成
※助成②と組み合わせて申請

渋谷本町学園
第二グラウンド

渋谷本町学園

幡ヶ谷
不動尊

帝京短期
大学

防災生活道路
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助成① 老朽建築物の除却

⚫ 除却後に廃棄物の不法投棄、雑草の繁茂がないように適正に管理されること。
⚫ 除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないように適正に管理される

こと。

建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事及び除却後の土地の整地に要する費用で、
以下の範囲内

助成要件

助成内容

助成対象

●助成対象地域 本町２・４・５・６丁目地区内一部（左図参照）

●対象となる
建築物

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造
又は軽量鉄骨造の建築物

●対象となる方 ✓対象となる建築物を所有する個人の方※⑴
✓共有者がいる場合は、共有者及びその相続
人全員の同意を得ていること。

✓固定資産税等の滞納がないこと。
✓土地所有者であるか、又はその同意を得て
いること。※⑵

※⑴ 一部例外あり

    ※⑵「老朽建築物建替え支援助成」の場合

道路の種別 木造 非木造

１㎡あたりの単価 主要生活道路８号線及び防災生活道路沿道建築物 24,000円 32,000円

上記以外の建築物 12,000円 16,000円

助成限度額 2,400,000円 3,200,000円
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助成② 老朽建築物建替え支援

① 老朽建築物の除却費
（「助成①」と同じ内容・助成額です。）

② 設計費・工事監理費

【戸建住宅】
建替え後の建築物の地上１～３階の床面積の合計に応じて区が別に定める額以内
（助成限度額 1,000,000円）

【共同住宅】
建設工事費に区が別に定める料率を乗じた額の三分の一以内
（助成限度額 1,500,000円） 

⚫ 建替え後の建築物が従前と概ね同一の敷地であること。
⚫ 準耐火又は耐火建築物への建替えであること。（ただし、準耐火から準耐火建築物への

建替え、又は現在の建物が既に耐火建築物である場合は助成対象外です。）
⚫ 一戸建て住宅又は共同住宅・長屋への建替えであること。（店舗等との併用住宅の場合

は、延床面積の過半が居住の用に供するものであることが必要です。）
⚫ 建替え後の建築物の敷地が６０㎡以上であること。
⚫ 敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路及び建築基準法第

４２条第２項の道路の場合は、定められた幅員まで後退して建築すること。
⚫ 渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例に規定する協議を行うこと。
⚫ 敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合は、原則、道路中心線から水平距離3.0ｍ以

上後退して建築物を建築すること。この場合において、後退した区域には工作物を設置
しないこと。

⚫ 老朽建築物の除却後、１年以内に新築工事が完了すること。
⚫ 仮設建築物でないこと。
⚫ 建築物の形状および色彩が周辺の環境に配慮したものであること。

⚫ 助成②の要件を全て満たす建替えであること。
⚫ 敷地面積が100㎡以上の場合は、区が定める要件に適合する緑化を行うこと。

助成③ 建築工事費助成

建替え後の建築物及びこれに附属する工作物の工事費で地上１～３階の床面積の合計に
応じて区が別に定める額かつ以下の範囲内

【戸建住宅】助成限度額 1,500,000円
【共同住宅】木造→耐火建築物 （助成限度額 2,300,000円）

木造→準耐火建築物（助成限度額    2,100,000円）
準耐火→耐火建築物（助成限度額  180,000円）

助成要件

助成内容

助成要件

助成内容
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申請手続きの流れ

〇申請の前に必ず担当窓口（木密・耐震整備課 03-3463-2647）にて「事前相談」
を受けて、助成要件や申請に必要な書類を確認してください。

〇申請は、建築確認申請を提出する日又は老朽建築物を除却する日のいずれか早い
日の一か月前までに行ってください。

〇助成対象申請後、渋谷区が承認通知を発行する前に、工事に着手した場合は、助
成を受けることができませんので、ご注意ください！

〇各年度の助成申請の受付期限は、その年度の１月３１日です。なお、予算額には
限りがありますのでご注意ください。

以下の注意事項を必ずお読みください！！！

建替え等をお考えの方は、まず木密・耐震整備課へご相談ください。
助成制度をご利用いただく場合、建替え等を計画する段階から、助成金を受け

るまでの流れは次のとおりです。

建築士やその他士業の専
門家と相談して、建替え
や除却等のスケジュール
と、おおよその計画を立
ててください。

承認申請書を作成し
ます。また、除却後
に建替えをする方は、
建築確認申請の準備
をしてください。

承認通知後、助成事業
に着手してください。
建替えをされる方は建
築確認申請を行います。

事業が完了したら、
必要な書類を区へ
提出し、区の完了
検査を受けてくだ
さい。
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整備地域等不燃化集中促進事業区域における住宅の建替えや除却（取り壊し）に
関する建築や資金計画等のご相談に対して、建築士やファイナンシャルプランナー
等の専門家を無斜で派遣します。
ご希望の方は、渋谷区の下記担当までお問い合わせください。
また、住宅に関するセミナーや相談会も順次開催していく予定です。開催時には

改めてお知らせいたします。

● 対 象 者 本町2,4,5,6丁目一部区域の築年数が15年以上の木造建築物
の所有者またはその親族（原則として三親等内）

● 派 遣 回 数 年3回まで

● 時 間 1回につき2時間まで

相談内容と派遣する専門家の例

【相談内容】

建替えや除却に関すること

土地、家屋の賃借、相続など
の法律に関すること

建替えに係る税に関すること

資金計画に関すること

建築士

弁護士

税理士

ファイナンシャルプランナー

【派遣する専門家】

まずは、お電話で相談内容をお伝えください。
TEL 03-3463-2647 渋谷区 木密・耐震整備課

専門家派遣申請書をご提出いただきます。
（郵送、FAX等でも可能です。）

区が専門家を選任し、派遣日時決定後に通知します。

専門家派遣の流れ

２．専門家による相談（無料）

所要日数：建築士 約２～３週間
(その他の専門家 約１か月)
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